
  

国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 関 係 法 令 等  

 

＊ 国 民 健 康 保 険 法  

 

（ 国 民 健 康 保 険 事 業 の 運 営 に 関 す る 協 議 会 ）  

第 １ １ 条   国 民 健 康 保 険 事 業 の 運 営 に 関 す る 事 項 （ こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ

り 都 道 府 県 が 処 理 す る こ と と さ れ て い る 事 務 に 係 る も の で あ っ て 、 第 ７ ５ 条 の

７ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 の 徴 収 、 第 ８ ２ 条 の ２ 第 １ 項

の 規 定 に よ る 都 道 府 県 国 民 健 康 保 険 運 営 方 針 の 作 成 そ の 他 重 要 事 項 に 限 る 。 ）

を 審 議 さ せ る た め 、 都 道 府 県 に 都 道 府 県 の 国 民 健 康 保 険 事 業 の 運 営 に 関 す る 協

議 会 を 置 く 。  

２  国 民 健 康 保 険 事 業 の 運 営 に 関 す る 事 項 （ こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 市 町

村 が 処 理 す る こ と と さ れ て い る 事 務 に 係 る も の で あ っ て 、 第 四 章 の 規 定 に よ る

保 険 給 付 、第 ７ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 保 険 料 の 徴 収 そ の 他 の 重 要 事 項 に 限 る 。）

を 審 議 さ せ る た め 、 市 町 村 に 市 町 村 の 国 民 健 康 保 険 事 業 の 運 営 に 関 す る 協 議 会

を 置 く 。  

３  前 二 項 に 定 め る 協 議 会 は 、 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 国 民 健 康 保 険 事 業 の

運 営 に 関 す る 事 項 （ 第 一 項 に 定 め る 協 議 会 に あ っ て は こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ

に よ り 都 道 府 県 が 処 理 す る こ と と さ れ て い る 事 務 に 係 る も の に 限 り 、 前 項 に 定

め る 協 議 会 に あ っ て は こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 市 町 村 が 処 理 す る こ と と

さ れ て い る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 審 議 す る こ と が で き る 。  

４  前 三 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 第 一 項 及 び 第 二 項 に 定 め る 協 議 会 に 関 し て 必

要 な 事 項 は 、 政 令 で 定 め る 。  

 

 

 

＊ 国 民 健 康 保 険 法 施 行 令  

 

 （ 国 民 健 康 保 険 事 業 の 運 営 に 関 す る 協 議 会 の 組 織 ）  

第 ３ 条  法 第 １ １ 条 第 １ 項 に 定 め る 協 議 会 （ 第 ５ 項 に お い て 「 都 道 府 県 協 議 会 」

と い う 。 ） は 、 被 保 険 者 を 代 表 す る 委 員 、 保 険 医 又 は 保 険 薬 剤 師 を 代 表 す る 委

員 、 公 益 を 代 表 す る 委 員 及 び 被 用 者 保 険 等 保 険 者 （ 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す

る 法 律 （ 昭 和 ５ ７ 年 法 律 第 ８ ０ 号 。 以 下 「 高 齢 者 医 療 確 保 法 」 と い う 。 ） 第 ７

条 第 ３ 項 に 規 定 す る 被 用 者 保 険 等 保 険 者 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ）

を 代 表 す る 委 員 を も っ て 組 織 す る 。  

２  前 項 の 委 員 の う ち 、 被 保 険 者 を 代 表 す る 委 員 、 保 険 医 又 は 保 険 薬 剤 師 を 代 表

す る 委 員 及 び 公 益 を 代 表 す る 委 員 の 数 は 各 同 数 と し 、 被 用 者 保 険 等 保 険 者 を 代

表 す る 委 員 の 数 は 、 被 保 険 者 を 代 表 す る 委 員 の 数 の ２ 分 の １ 以 上 当 該 数 以 内 の

数 と す る 。  

３  法 第 １ １ 条 第 ２ 項 に 定 め る 協 議 会 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 市 町 村 協 議 会 」 と

い う 。 ） は 、 被 保 険 者 を 代 表 す る 委 員 、 保 険 医 又 は 保 険 薬 剤 師 を 代 表 す る 委 員

及 び 公 益 を 代 表 す る 委 員 各 同 数 を も っ て 組 織 す る 。  

４  市 町 村 協 議 会 は 、 被 保 険 者 を 代 表 す る 委 員 の 数 以 内 の 数 の 被 用 者 保 険 等 保 険

者 を 代 表 す る 委 員 を 加 え て 組 織 す る こ と が で き る 。  

５  都 道 府 県 協 議 会 及 び 市 町 村 協 議 会（ 次 条 及 び 第 ５ 条 第 １ 項 に お い て「 協 議 会 」

と い う 。 ） の 委 員 の 定 数 は 、 条 例 で 定 め る 。  

 （ 委 員 の 任 期 ）  

第 ４ 条  協 議 会 の 委 員 の 任 期 は 、 ３ 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前



  

任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

 （ 会 長 ）  

第 ５ 条   協 議 会 に 、 会 長 １ 人 を 置 き 、 公 益 を 代 表 す る 委 員 の う ち か ら 、 全 委 員 が  

こ れ を 選 挙 す る 。  

２  会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 前 項 の 規 定 に 準 じ て 選 挙 さ れ た 委 員 が 、 そ の 職 務

を 代 行 す る 。  

 

 

 

＊ 下 関 市 国 民 健 康 保 険 条 例  

 

 （ 市 の 国 民 健 康 保 険 事 業 の 運 営 に 関 す る 協 議 会 の 委 員 の 定 数 ）  

第 ２ 条  市 の 国 民 健 康 保 険 事 業 の 運 営 に 関 す る 協 議 会 の 委 員 の 定 数 は 、 次 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。  

(1) 被保険者を代表する委員 ５人 

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ５人 

(3) 公益を代表する委員 ５人 

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 ３人 

 

 

 

＊  下 関 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 規 則  

                                                                                   

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 国 民 健 康 保 険 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 １ ９ ２ 号 ） 第 １ １ 条 第

２ 項 の 規 定 に よ り 設 置 す る 下 関 市 の 国 民 健 康 保 険 事 業 の 運 営 に 関 す る 協 議 会 に

関 し 、法 令 そ の 他 別 に 定 め る も の を 除 く ほ か 、必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（名称） 

第 ２ 条  前条に規定する協議会の名称は、下関市国民健康保険運営協議会とする。 

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 ３ 条  下 関 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ） に 会 長 及 び

副 会 長 各 １ 人 を 置 く 。  

 （ 会 長 等 の 職 務 ）  

第 ４ 条  会 長 は 、 協 議 会 を 代 表 し 、 会 議 の 議 長 と な り 、 議 事 を 整 理 す る 。         

２  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

 （ 会 議 の 招 集 ）  

第 ５ 条  協 議 会 の 開 催 の 日 時 、 場 所 及 び 議 題 は 、 会 長 が 定 め て 委 員 に 通 知 す る 。  

 （ 会 議 の 成 立 等 ）  

第 ６ 条  協 議 会 は 、 委 員 定 数 の ２ 分 の １ 以 上 が 出 席 し 、 か つ 、 被 保 険 者 を 代 表 す  

る 委 員 、 保 険 医 又 は 保 険 薬 剤 師 を 代 表 す る 委 員 、 公 益 を 代 表 す る 委 員 及 び 被 用  

者 保 険 等 保 険 者 を 代 表 す る 委 員 そ れ ぞ れ １ 人 以 上 出 席 し な け れ ば 会 議 を 開 く 

こ と が で き な い 。  

２  協 議 会 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す  

る と こ ろ に よ る 。  

 （ 関 係 者 の 出 席 ）  

第 ７ 条  会 長 は 、 協 議 に 関 係 あ る 者 の 出 席 を 求 め る こ と が で き る 。  

 （ 議 事 録 ）  

第 ８ 条  議 長 は 、 議 事 録 を 作 成 し 、 ２ 人 以 上 の 出 席 委 員 と と も に こ れ に 署 名 し な  

け れ ば な ら な い 。  



  

２  前 項 の 署 名 委 員 は 、 議 長 が 指 名 す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 ９ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 市 長 と 協 議 し て 定  

め る 。  

      附  則  

  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


